
放射線被ばくによる疾病についての
労災保険制度のお知らせ

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

皮膚潰瘍などの皮膚障害、白内障、白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、

甲状腺がん、多発性骨髄腫、非ホジキンリンパ腫、胃がん、食道がん、

結腸がん、膀胱がん、喉頭がん、肝がん など

放射線に被ばくしたことが原因で病気にかかったとして、労災の請求がなされた場

合には、労働基準監督署で被ばく線量や発症までの経過などを調査します。その結果、

かかった病気が業務上の事由によるものと認められた場合には、療養補償給付、休業

補償給付などが受けられます。また、業務が原因で亡くなったと認められた労働者の

ご遺族は、遺族補償給付などが受けられます。

放射線に被ばくしたことによって発症するおそれのある疾病には、下記のようなも

のがあります。業務で放射線に被ばくしたことでこのような病気にかかったと思われ

る方は、お近くの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

※ 上記以外の疾病でも、放射線被ばくによるものとして労災補償の対象となることがあります。

（１）労災病院などの労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができ

ます。（療養の給付）

（２）やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん治療費を負担していた

だきますが、あとで請求することにより、負担した費用の全額が支給されます。

（療養の費用の支給）

（３）通院するための交通費についても、一定の要件を満たせば全額が支給されます。（通院費）

療養補償給付

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、休業補償給付を受けることができます。

 給付開始 ・・・休業４日目から

 給付額 ・・・１日につき、給付基礎日額（※）の80％ （保険給付60％＋特別支給金20％）

※「給付基礎日額」は、原因となった事故発生日または医師の診断により発病が確定した日の直前３か月分の

賃金を暦日数で割ったもの（平均賃金）です。

休業補償給付

＜支給要件＞ ①～③のすべての要件を満たす必要があります。
① 業務上の負傷や疾病による療養であること
② 労働することができないこと
③ 賃金を受けていないこと

被ばくによって発症するおそれのある疾病

＜裏面もご覧下さい＞



労災補償や労災保険給付などに関するご質問は、こちらでも受け付けています。

労災保険相談ダイヤル ０５７０-００６０３１
（平日9:00～17:00） ※ご利用には通話料がかかります。

都道府県労働局「労災補償課」 連絡先一覧

労災請求の手続きなどについては、
都道府県労働局の労災補償課(下記参照)､または労働基準監督署にご相談ください。

業務が原因で亡くなった労働者のご遺族は、遺族補償給付（遺族補償年金、遺族補償一時金）

などを受けられます。

○遺族補償年金

＜請求できる遺族（受給資格者）＞

被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母

・兄弟姉妹

○遺族補償一時金

＜支給要件＞

被災労働者の死亡当時、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合など

遺族補償給付

（Ｈ29.12）

027-896-4738

052-855-2147
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